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医
療
保
険
と
介
護
保
険
の
両
方
の
サ
ー

ビ
ス
を
利
用
し
、
年
間
の
自
己
負
担
額

が
基
準
額
を
超
え
た
場
合
、
そ
の
超
え

た
金
額
を
支
給
す
る
「
高
額
医
療
・
高

額
介
護
合
算
制
度
」
が
始
ま
り
ま
し
た
。

該
当
者
に
は
個
別
に
案
内
し
ま
す
の
で
、

申
請
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

平
成
２１
年
度
の
支
給
要
件
・
支
給
金
額

世
帯
内
の
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険

者
又
は
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
加
入

者
全
員
が
平
成
２０
年
８
月
〜
平
成
２１
年

７
月
末
に
支
払
っ
た
医
療
保
険
・
介
護

保
険
の
自
己
負
担
額
の
合
計
が
、
次
の

基
準
額
を
超
え
る
場
合
は
、
そ
の
超
え

た
金
額
を
支
給
し
ま
す
。

た
だ
し
、
平
成
２０
年
４
月
〜
平
成
２１

年
７
月
末
の
１６
か
月
間
の
自
己
負
担
額

が
、
カ
ッ
コ
内
の
基
準
額
を
超
え
る
場

合
は
、
そ
の
超
え
た
額
と
上
記
の
支
給

額
を
比
べ
、
大
き
い
額
を
支
給
し
ま
す
。

※

同
じ
世
帯
で
も
、
そ
れ
ぞ
れ
が
異

な
る
医
療
保
険
に
加
入
し
て
い
る
場

合
は
合
算
で
き
ま
せ
ん
。

申
請
手
続
き

平
成
２１
年
７
月
３１
日
（
基
準
日
）
に

松
前
町
の
国
民
健
康
保
険
又
は
後
期
高

齢
者
医
療
制
度
に
加
入
し
て
い
た
人
で
、

対
象
と
な
る
被
保
険
者
に
は
１２
月
ご
ろ

に
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

な
お
、
基
準
日
に
他
の
医
療
保
険
に

加
入
し
て
い
た
人
は
、
加
入
し
て
い
た

医
療
保
険
者
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。
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医
療
費
・
介
護
費
の
負
担
を
軽
減
し
ま
す

町県民税
各種保険料（税） 特別徴収（年金天引き）について

������４月１日現在で６５歳以上の年金受給者のうち、住民
税の納税義務のある人は、１０月支給分の年金から町県民税の特
別徴収が始まります。

���	
����介護保険料・後期高齢者医療保険料・国民健
康保険税を特別徴収で納めている人は、８月で仮徴収が終了し、
１０月より本徴収が始まります。また、７月・８月・９月は普通
徴収の人でも、１０月より特別徴収が始まる人もいます。

����いずれも対象者には、６月から７月にかけて通知書をお
送りしていますのでご確認ください。なお、特別徴収は翌年度
も引き続き行われ、平成２２年４月・６月・８月に納める金額は、
平成２２年２月に納める額と同額です。

問 税務課町民税係 �９８５－４１１０
保険課保険料係 �９８５－４２２７

夫婦２人世帯
（ともに７２歳・市町村民税非課税）
１年間で医療保険２５万円、介護保
険２５万円を支払い、年間の負担が
５０万円

�
年間５０万円を支払った後、申請を
すると基準額３１万円（世帯員全員
が市町村民税非課税の場合）を超
えた１９万円が戻ってきます。

例
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６７万円
（８９万円）

３１万円
（４１万円）

１９万円
（２５万円）

５６万円
（７５万円）

高齢受給者証の負担割合
が「３割」となっている
場合

世帯員全員が市町村民税
非課税の場合

�のうち、世帯員全員の
所得が一定以下※の場合
※年金収入８０万円以下など

���以外の場合
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１２６万円
（１６８万円）

３４万円
（４５万円）

６７万円
（８９万円）

世帯員全員の合計所得が
６００万円を超える場合

世帯員全員が市町村民税
非課税の場合

��以外の場合

�

�

�

２２年度

８月

特別徴収
（仮徴収）
平成２２年２月に
納める額と同額

６月４月

２１年度

２月

特別徴収
（本徴収）
平成２１年度税
（保険料）額

－ 徴収済額

１２月１０月８月

仮徴収または
普通徴収

６月４月
支
払
月

徴
収
区
分
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